
資料３   
子どもを守るための地域ネットワーク機能強化事業   
【変更内容】 
地域子ども・子育て支援事業へ事業を追加   
【事業概要】  児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応を図るために要保護児童対策ネッ
トワーク協議会の調整機関職員等の専門性強化に取り組むとともに、地域住民

への啓発等を行います。  
○関連事業 
・児童虐待防止に関するネットワークの推進 
・児童虐待防止に関する啓発活動 
・オレンジリボンデー（とよはし子どもの人権デー）の周知 
・民生委員児童委員、主任児童委員の活動支援 
・乳幼児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）   
【区域設定】  区域を設定する必要がないので、市全域を区域とします。 


